
飯塚市告示第357号  

 

 飯塚市子どもの居場所づくり支援事業費補助金交付要綱(令和4年飯塚市告示第

216号)の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和7年12月22日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 



飯塚市子どもの居場所づくり支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

改正後 改正前 

様式第1号(第6条関係) 

 

様式第1号(第6条関係) 

 



様式第3号 

 

様式第3号 

 



  



様式第4号（第8条関係） 

 

様式第4号（第8条関係） 

 



様式第6号 

 

様式第6号 

 



  



   附 則 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の飯塚市子どもの居場所づくり支援事業費補助金交付要綱の規定は令和7年4月1日から適用す

る。 


